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参考資料６ 

地方自治制度の歴史 

 

１ 制度初期から分権一括法まで  

年月 地方自治制度 その他 

慶応 ４年 

（1868） 

 

○政体書制定 

 旧幕領を府県とする府藩県三治の制、知府事・諸侯・知県事配置 

 

明治 ２年 

（1869） 

 

○版籍奉還 

 諸侯を知藩事に任命 

 

明治 ４年 

（1871） 

 

○戸籍法制定 

 全国に区設置（行政区画）、戸長・副戸長配置 

○廃藩置県 

 知藩事の職を免じ、全国に３府３０２県を設置 

○府県官制制定 

 府県に知事・県知事（その後、県令）を置く 

 

 

明治１１年 

（1878） 

○三新法制定（郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則） 

・ 郡区町村編制法により、大区・小区を廃し、府県の下に郡区町村を設置、郡長・区長・戸長配置 

・ 府県会規則により、府県に公選議員からなる府県会を設置し、地方税により支弁すべき経費及び

その徴収方法についての議定権付与 

・ 地方税規則により、３種の地方税及び地方税をもって支弁すべき１２の経費設定、会計手続を規

定 
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年月 地方自治制度 その他 

 

明治１３年 

（1880） 

 

○区町村会法制定 

  区町村に公選議員からなる区町村会を設け、公共に関する事件及びその経費の支出・徴収方法の議

定権付与 

 

 

明治１９年 

（1886） 

○地方官官制制定 

 府知事・県令の名称を知事に統一 

 

 

明治２１年 

（1888） 

 

○市制町村制制定 

・ 市町村に独立の法人格を認め、公共事務・委任事務を処理するものとし、条例・規則の制定権付

与 

・ 市町村会は公民の等級選挙制に基づく公選名誉職議員で構成し、市町村に関する一切の事件及び

委任された事件を議決 

・ 執行機関は、市にあっては市長及び市参事会（市長・助役・名誉職参事会員で構成）、町村にあっ

ては、町村長とし、市長は内務大臣選任、他は市会・町村会で選挙 

 

 

明治２２年 

（1889） 

 

 ○大日本帝国憲法発布 

明治２３年 

（1890） 

○府県制、郡制制定 

・ 国の行政機関としてではなく、地方公共団体としての府県・郡について規定 

・ 府県会は、府県内郡市の複選制選挙による名誉職議員で構成し、予算決定、決算報告認定等を議

決 

・ 府県参事会は、知事・高等官・名誉職参事会員で構成し、府県会の委任事項・急施事件等を議
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年月 地方自治制度 その他 

決、知事諮問事項等につき意見陳述 

・ 府県の執行機関は知事（国の機関）、府県会及び府県参事会の議決を執行、財産を管理、府県費支

弁工事を施行 

・ 郡会は町村会選出議員と高額納税者互選議員で構成し、郡参事会は郡長と名所職参事会員で構成 

・ 郡は課税権を持たず、他は府県と同様 

 

明治３２年 

（1899） 

○府県制、郡制全文改正 

・ 府県を法人と明定し、官の監督を受け、法律命令の範囲内で公共事務・委任事務を処理するもの

と規定 

・ 府県会は各選挙区選出議員で構成（複選制廃止） 

・ 府県知事は府県を統括代表すると明定し、その担任事務の概目を規定、権限を強化、補助執行・

委任・臨時代理の制度を規定 

・ 財務に関する規定整備拡充 

・ 郡会議員の複選制・高額納税者議員制廃止 

 

 

明治４４年 

（1911） 

○市制、町村制全文改正 

 市町村の法人制・その権能・負担の範囲の明確化、市の執行機関を独任制の市長とし、市参事会は

副議決機関化、市参与制度設置、市町村会議員・財務に関する規定の整備、市町村組合制度創設 

 

 

大正１０年 

（1921） 

○市制、町村制改正 

 直接市町村税納税者を公民とし（公民権拡張）、町村会議員の等級選挙を廃止し、市を２級選挙制に

改め、議員選挙の規定整備 

○郡制廃止 

 地方公共団体としての郡を廃止し、地方公共団体を二層化、郡は純然たる国の行政区画となる 
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年月 地方自治制度 その他 

 

大正１１年 

（1922） 

○府県制改正 

 府県会議員の選挙権・被選挙権を府県内の直接国税納入者に拡大 

 

 

大正１５年 

（1926） 

○府県制、市制、町村制等改正 

・ 市町村会議員、道府県会議員について普通選挙制導入 

・ 市長は市会による選挙により選任、町村長選任時の府県知事の認可廃止 

 

 

昭和 ４年 

（1929） 

○府県制、市制、町村制等改正 

・ 道府県に条例・規則制定権付与、議員に発案権及び議会招集請求権付与、知事の原案執行権の制

限強化、議会の知事に対する権限委任規定整備 

・ 市町村会議員に発案権付与、市町村会・市参事会の意見提出権拡大、市参事会の構成変更、市町

村小の原案執行権の制限強化、議会の市町村長に対する権限委任規定整備 

 

 

昭和１８年 

（1943） 

○府県制、市制、町村制等改正 

・ 市町村及び市町村長等に対する国又は道府県等の事務委任根拠を法律勅令から法律命令に拡大 

・ 市長は市会の推薦を受けて内務大臣が選任、町村長は町村会において選挙し府県知事認可、市町

村長に市町村内の団体等に対する指示権付与 

・ 町内会・部落会を市町村長の支配下に置くものとして法文上明定 

・ 市町村会の議決事項制限列挙、軽易事項の議決不要 

・ 道府県についても法律命令による新たな事務委任を認める等同趣旨の改正 

○東京都制、東京都官制制定 

・ 東京府・東京市・区を廃し、東京都設置、旧東京市の区域に法人格を有する区を設置、都の長と

して東京都長官設置 
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年月 地方自治制度 その他 

 

昭和２１年 

（1946） 

○東京都制、府県制、市制、町村制改正 

・ ①住民の選挙権・被選挙権を拡充、②都道長官・府県知事・市町村長の公選、③議会の権限強

化、④議会の解散権を長に付与、⑤選挙管理委員会・監査委員の制度の創設、⑥直接請求制度の創

設、⑦市町村に対する許認可事項の大幅整理 

 

○日本国憲法制定（１１月

３日公布） 

昭和２２年 

（1947） 

○地方自治法制定（４月１７日公布） 

 東京都制・道府県制・市制・町村制を統合し、知事以下の都道府県職員の身分を官吏から地方公務

員へ 

○日本国憲法とともに、地方自治法が施行（５月３日施行） 

 

○警察法制定 

 国家地方警察と自治体警

察（市及び 5000 人以上の町

村）を置く 

 

昭和２３年 

（1948） 

 ○地方財政法制定 

○教育委員会法制定 

 都道府県・市町村に教育

委員会（公選）を設置 

○食糧確保臨時措置法制定 

 都道府県・市町村に農業

調整委員会設置 

 

昭和２４年 

（1949） 

 ○漁業法制定 

 都道府県に漁業調整委員

会を設置 

 

昭和２５年 ○地方自治法改正 ○公職選挙法制定 
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年月 地方自治制度 その他 

（1950）  直接請求の手続の整備 ○地方公務員法制定 

○地方税法制定 

 

昭和２６年 

（1951） 

 ○農業委員会法制定 

 農地委員会・農業調整委

員会が廃止され、市町村・

都道府県に農業委員会を設

置 

 

昭和２７年 

（1952） 

○地方自治法改正 

 ①都道府県、市町村の執行機関の組織の簡素化、②簡易な共同処理方式の導入、③内閣総理大臣・

都道府県知事に勧告権を付与、④特別区長の公選制を廃止 

 

 

昭和２９年 

（1954） 

 ○警察法全部改正 

 国家地方警察と自治体警

察を廃止し、都道府県警察

に一元化 

○農業委員会法改正 

 都道府県農業委員会を廃

止、新たに都道府県農業会

議を設置 

 

昭和３１年 

（1956） 

○地方自治法改正 

 ①都道府県と市町村間の地位・機能の明確化、②議会の定例会と常任委員回数の制限、③都道府県

○地方教育行政の組織及び

運営に関する法律制定 
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年月 地方自治制度 その他 

の部局の制限、④内閣総理大臣、都道府県知事の適正な事務処理の確保措置に関する規定、⑤指定都

市制度創設 

 

 教育委員の公選制廃止 

昭和３８年 

（1963） 

○地方自治法改正 

 地方財務会計制度の整備、地方開発事業団の創設 

 

 

昭和４９年 

（1974） 

○地方自治法改正 

 ①東京都特別区長公選制の採用、②都と特別区の事務配分、都の配属職員制度の廃止、③複合事務

組合の創設 

 

 

平成 ３年 

（1991） 

○地方自治法改正 

 ①機関委任事務制度の見直し（職務執行命令訴訟制度・長の罷免の廃止）②議会運営委員会等の設

置、③公の施設の管理委託制度の充実 

 

 

平成 ５年 

（1993） 

○地方自治法改正 

 地方六団体の意見具申権 

 

 

平成 ６年 

（1994） 

○地方自治法改正 

 中核市制度及び広域連合制度の創設 

 

 

平成 ９年 

（1997） 

○地方自治法改正 

 外部監査制度の導入 

 

 

 



２ 平成１１年における分権一括法による地方自治法改正

１ 機関委任事務制度の廃止と自治事務及び法定受託事務の創設

(1) 機関委任事務制度を廃止するため、関連規定を削除・改正
(2) 地方公共団体の役割と国の配慮に関する規定の創設
(3) 自治事務及び法定受託事務の定義の創設

自治事務 ：地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のもの
法定受託事務：国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの

(4) 条例制定権、議会の検査・調査、監査委員の監査等の規定の整備
(5) 手数料の条例化、国の財源措置義務規定の整備

２ 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のルール

(1) 関与の基本原則：関与の法定主義、関与の必要最小限の原則
(2) 関与の基本類型の設定

自治事務: 助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の４類型
法定受託事務: 助言・勧告､資料の提出の要求､同意､許可・認可・承認、指示、代執行、協議の７類型

(3) 地方自治法に基づき行うことができる関与についての規定の整備
(4) 法定受託事務に係る処理基準の設定
(5) 関与の手続ルールの整備：書面主義の原則、許認可等基準の設定・公表、標準処理期間の設定と公表、届出の到達主義等

３ 国・都道府県の関与についての係争処理制度の創設

(1) 国地方係争処理制度の創設
(2) 自治紛争調停制度を拡充し、自治紛争処理制度として再構成
(3) 関与に関する訴訟制度の創設

４ 都道府県と市町村の新しい関係

(1) 都道府県の処理する事務を再構成
(2) 条例による事務処理の特例制度の創設

５ 地方行政体制の整備

(1) 議員定数制度の見直し
条例化、市の議員に係る人口区分の大括り化及び現行の

法定定数を条例定数の上限数として変更し,その数を減少
(2) 議案提出要件及び修正動議の発議要件の緩和

（1/8→1/12以上）
(3) 中核市の要件緩和（昼夜間人口比率要件の廃止）
(4) 特例市制度の創設（→人口２０万以上の市に権限委譲を推進）
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３ 分権一括法制定後の地方自治法の改正状況

平成１５年改正
（改正の背景）
・ 地方分権改革推進会議からの意見
・ 構造改革特区における地方公共団体か

らの提案を実現することが政府の方針
として強く要請されていたこと

平成１６年改正
（改正の背景）
・ 第２７次地方制度調査会の答申
・ 構造改革特区における地方公共団体か

らの提案を実現することが政府の方針
として強く要請されていたこと

平成１８年改正
（改正の背景）
・ 第２８次地方制度調査会の答申
・ 構造改革特区における地方公共団体か

らの提案を実現することが政府の方針
として強く要請されていたこと

・ 指定管理者制度の導入
（福祉施設・体育施設等の公の施設について、第３セクター
等以外の民間事業者にも管理を行わせることができる制度へ
転換）

・ 都道府県の局部数の法定制度の廃止
（都道府県知事の内部組織である局・部について設けられて
いた局部数の制限及びこれに伴う事前届出制度を廃止）

・ 地域自治区の創設
（住民自治の強化等を推進する観点から、地域自治区制度を
創設）

・ 都道府県の自主的合併手続等の整備
・ 議会の定例会の招集回数の自由化

・ 条例による事務処理特例の拡充
（市町村から都道府県に対して事務処理特例条例を定めるこ
とを要請することが可能に）

・ 財務会計制度の見直し
（長期継続契約の対象範囲拡大、支出命令の簡素化）

・ 出納長・収入役制度の廃止等
（出納長・収入役の廃止、市町村の助役を副市町村長へ）

・ 監査委員定数の増加の自由化
・ 地方六団体への情報提供制度の導入
・ 吏員の廃止

・ 財務会計制度の見直し
（クレジットカード納付、行政財産の貸付範囲の拡大 等）

・ 議会制度の見直し
（臨時会の招集請求権を議長へ付与、委員会の議案提出権の
創設 等）

・ 中核市要件の緩和

平成１４年改正
（改正の背景）
・ 第２６次地方制度調査会の答申
・ 地方分権推進委員会意見

・ 直接請求の要件緩和等
（解散・解職の直接請求の署名収集要件の緩和等）

・ 住民訴訟制度等の充実
（訴訟類型の再構成（被告：長や職員個人→執行機関）等）

・ 中核市の指定要件の緩和
・ 地方議会制度の充実

（議員派遣についてその根拠及び手続を明確化等）
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